
源泉所得税

源 泉 徴 収 源 泉 徴 収 源 泉 徴 収

税 額 税 額 税 額
人 千円 千円 人 千円 千円 人 千円 千円

      俸給、給料、

給   賞与

与

所   日雇労働

得   者の賃金

          計 - 1,952,108,847 79,588,143 - 6,559,895,532 195,553,935 - 8,512,004,379 275,142,078

退 職 所 得 14,205 202,636,121 4,744,385 35,290 171,819,577 3,472,838 49,495 374,455,698 8,217,223

災害減免法に

よ り 徴 収 猶 予

したもの

（８）  給与所得及び退職所得の課税状況

官　　　　　　公　　　　　　庁

545,025 1,938,629,973 79,403,663

支払金額

そ　　の　　他　　（　民　　間　） 合　　　　　　　　　　計

区    分

人員 支払金額 人員 支払金額 人員

2,117,152 6,453,245,585 194,310,075 2,662,177

106,649,947 1,243,860 - 120,128,821- 13,478,874 184,479 -

- -

8,391,875,558 273,713,738

1,428,340

-- -- - - -

調査対象等： 平成13年分の給与所得、退職所得の源泉所得税について、平成14年4月30日までに給与等の支払者から提出さ

れた「法定資料の合計表（給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票）」及び平成13年12月から平成14年1

月までに提出された「給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書」に基づいて作成した。 

用語の説明：１ 「法定資料」とは、所得税法の規定により税務署長に対して、その提出を義務付けられている資料をいい、原

則として翌年１月３１日までに提出することになっている。法定資料の種類は多数に上っており、例えば、①利

子所得の支払調書、②配当及び剰余金の分配の支払調書、③報酬・料金及び賞金の支払調書、④給与所得の源泉

徴収票、⑤非居住者に支払われる給与、給付及び役務の報酬の支払調書がある。 

   ２  「猶予」とは、通常の法定期限に徴収しないで一定の期間徴収手続を猶予することである。したがって、一定

の期間法定の納期限を延長する、いわゆる延納制度とは異なるものである。 

   (注)  この表の「人員」に関する部分は標本調査に基づく推計値である。 

 


